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はじめに

　ロシア・ウクライナ紛争は，ドイツ首相メルケル
ら EU 首脳およびアメリカ大統領オバマと，プーチ
ンの駆け引きを意味しているのであろうか。短期的
にはそうなのだが，それだけで全てを理解すること
はできない。この紛争の背景には，歴史的に形成さ
れた構造が横たわっているのである。以下ではロシ
ア帝国，ついでソ連の歴史に照らして，今日のロシ
ア・ウクライナ紛争の背景を考えてみたい。

1．「人民共和国」とは何か

　まずは，今回の危機に際して東部ウクライナで旗
揚げされた，いくつもの「国家」の名称に注目した
い。ドネツク人民共和国，ルガンスク人民共和国，
超短命に終わったハリコフ人民共和国，インターネ
ットで宣言しただけのオデッサ人民共和国…いった
い「人民共和国」とは何であろうか。私たちは歴史
の中に，その先例を知っているのである。
　人民共和国とは，第一次世界大戦のさなかの
1917 年 3 月にロマノフ朝が倒れ，ついで十月革命
によって内戦が始まった際に，旧ロシア帝国版図に
生まれた様々な「国家」がしばしば用いた名称であ
った。多くの場合，それらは非共産党系の，地元の
ナショナリストによって率いられた。ベラルーシ人
民共和国やクリミア人民共和国，さらにはウクライ
ナ人民共和国などがそうである。1918 年秋にハプ
スブルク帝国が倒れると，今日の西部ウクライナに
あたるガリツィアでも，リヴォフを首都として西ウ
クライナ人民共和国が誕生し，ウクライナ人民共和
国との合同を目指した 1）。
　「人民共和国」という名称は，どのような意味を

もつのであろうか。第一に，この名称は総力戦や革
命と密接に結びついていた。総力戦，さらには革命
をへて，これからは一握りのエリートではなく大多
数の普通の人々が政治の主体となる。このようなメ
ッセージが，あえて「人民」共和国と銘打たれたこ
とには込められていた 2）。ここで普通の人々とは，
それぞれの地域に暮らす諸民族（言語や習俗を共有
する集団としてさしあたり定義しておく）のことで
もあるから，人民共和国という名称は地域のナショ
ナリズムとも親和性が強かった。ついでにいえば，
これらの含意は，第二次世界大戦後の東欧やアジア
で，ソ連の影響下につくられた諸「人民共和国」に
も引き継がれたといえよう。
　だが，第二に，戦争や革命と結びついていればこ
そ，「人民共和国」という名称にはどこか急ごしら
えの印象もある。それは国家としての実態を示す以
上に，通常の共和国よりも民主的だということを強
調するための，政治的なデモンストレーションであ
ったともいえよう。事実，ロシア革命期の「人民共
和国」の多くは，少なくとも当初は自治やロシアと
の連邦を標榜していた。つまり「人民共和国」とい
う名称は，完全には独立していない，疑似国家とし
ての存在形態としばしば結びついていたのである。
　ロシア帝国の跡地に出現した「人民共和国」の多
くが疑似国家であったことは，同帝国の統治構造と
深く関わっていた。身分制が 20 世紀初頭まで少な
からぬ意義を保持していたロシア帝国では，民族と
いう意識は，身分という範疇と重なり合っていたり

（たとえばユダヤ人とは身分であった），あるいは身
分によって分断されたりしていた（たとえば同じロ
シア人でも貴族と農民とでは別世界の住人だった）。
身分，民族，また信仰共同体（たとえばムスリムの
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ような）といった様々な単位からなるモザイクが，
ロシア帝国であった。ロシア帝国政府は国家の統一
と安定を維持するために，このモザイクの様々な単
位に対して，経済政策や選挙制度などで差別や逆差
別を行ない，バランスをとった。たとえば西部地方
のポーランド人地主を抑え込むために，そのもとに
いるウクライナ人農民に経済的優遇措置をとるとい
うように。かようなモザイク操作の結果，総体とし
て見れば 20 世紀初頭のロシア帝国では，民族また
国民というアイデンティティの発展は，西欧諸国は
もとよりハプスブルク帝国と比べても遅れていた。
逆にいえば，帝国というモザイク状の広域圏が存続
することが，首都だけではなく個々の地域のエリー
トにとっても前提となっていたのである 3）。
　1917 年 3 月にロマノフ朝が倒れたあとも，その
状態は続いた。自分はロシア人であるとかウクライ
ナ人であるといった民族意識は，住民の大半を占め
る農民層の間では十分に浸透していなかったから，
個々のナショナリズム運動は，知識人などのエリー
ト層の外にはあまり支持を広げることができなかっ
た。「人民共和国」が多くの場合，自治を標榜する
疑似国家として成立したこと，そしてまた，その全
てが短命に終わったことは，そうした民族意識の広
がりの弱さに対応していた。
　2014 年の東部ウクライナに出現した諸「人民共
和国」は，おそらくロシア革命期の先行例を意識し
ていたわけではないだろう。過去の事例としては，
第二次大戦後の東欧の諸「人民共和国」の方がぼん
やりと，超大国ソ連に対するノスタルジーとして想
起されていた程度であろう。とはいえ，およそ 100
年をへて，「人民共和国」が疑似国家として再び登
場したことの背後には，当時と現在とで同地域のお
かれた状況に何らかの類似性があるからではないだ
ろうか。この問題をさらに検討するために，次にソ
連の経験に目を向けてみよう。

2．ソ連の民族政策

　内戦中に共産党は，「人民共和国」やその他の諸
政権を倒したのち，それらの領域をモスクワを首都
とするソヴィエト・ロシアに編入することはせず，
あらためて民族単位の「ソヴィエト共和国」を個別
につくった。ナショナリスト系かつ社会主義者系の
ウクライナ人民共和国（1917 ─ 1920）も，ウクライ
ナ社会主義ソヴィエト共和国に置き換えられた。諸

ソヴィエト共和国の結びつきは当初から緊密であっ
たが，1922 年 12 月，ロシア，ウクライナ，ベラル
ーシ，ザカフカース連邦が同盟条約を締結して，ソ
ヴィエト社会主義共和国連邦（ソ連）が誕生した。
ソ連結成後も個々の共和国は主権国家であるとされ
たが，これは建前に過ぎず，モスクワに本部をおく
共産党が共和国ごとに支部をおいて，中央集権的な
政治運営を行なった。
　では，なぜ共産党はわざわざ各ソヴィエト共和国
をつくったのであろうか。やろうと思えば，ソヴィ
エト・ロシアの一地方として編入することもできた
はずである。だが，実際にはソヴィエト共和国とい
う疑似国家をわざわざつくったことこそが，レーニ
ンまたスターリンの民族政策の大きな特徴であった。
その民族政策には，次のような二面性があった。
　一方では，帝政期に抑圧されていたとされる非ロ
シア人の諸民族の権利を擁護することが，基本方針
となった。これは，世界各地の植民地・従属地域に
おける民族運動と連携するためにも必要なことであ
ったが，より根本的には，被抑圧者の権利を守り，
社会正義を実現するという，社会主義ソ連の道義的
プログラムが動機となっていた。1920 年代にはコ
レニザーツィア（現地化）政策という名のもと，民
族文化の助成や地元エリートの育成が進められた。
その後もジグザグはあったが，基本的方向性は維持
された。その結果，ソ連の約 70 年間に，帝政期と
は比較にならないほど各民族集団の民族・国民意識
は一般住民の間にも根を広げた（もちろん，ソ連市
民という共通のアイデンティティも涵養された）。
　だが他方では，個々の民族の利害よりも，ソ連全
体，あるいはモスクワの利害が優先されることが，
大前提であった。その意味で，共産党にとって民族
とは，イデオロギー的な，あるいは実利的な配慮に
基づいて操作されるべき客体であった。イデオロギ
ー的な配慮について見ると，たとえば 1920 年代の
コレニザーツィアは，民族意識の成長を促すことに
よって，その先の段階である民族意識の超克へと導
くための方策でもあった。逆に，1930 年代半ば以
降は，社会主義建設が実現されたという認識のもと，
現状は聖化され，その現状の一部を構成する民族

（および民族意識）もまた，長期的に存続するもの
と考えられるようになった 4）。
　実利的な配慮について見ると，民族意識をいたず
らに抑え込むよりも，一定の枠にはめた方が統御し
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やすいという考えが，ソヴィエト共和国という疑似
国家の設置を促していた。より一般的には，多民族
国家全体の統一と安定のために，個々の民族意識を
ケース・バイ・ケースで奨励し，利用もするが，抑
圧もするというのが，時期によって程度や力点の違
いはあれ，ソ連政治においては一貫して見られた。
ここで個々の芸術作品――製作者の個性の現れであ
るが，政権の意図も大いに作用していた――を取り
上げると，たとえば 1941 年，独ソ戦が始まる少し
前にサフチェンコがキエフで制作した映画『ボグダ
ン・フメリニツキー』は，17 世紀ウクライナのコ
サック首領を讃える歴史劇であるが，そこでは彼が
ポーランドに対抗するためにロシアのツァーリと提
携したことが，より実態に近い一時的な同盟関係で
あるよりも，兄弟同士の緊密な結合として描きださ
れていた。また，この映画にはクリミア・タタール
人勢力も登場するが，彼らは現実にそうであったよ
りも遥かに一貫したコサックの同盟者として，肯定
的に描写されていた（3 年後にはクリミア・タター
ル人は対独協力の咎で民族丸ごと強制追放の憂き目
にあう）5）。
　つまるところ，ソ連は，民族の権利の擁護を基本
方針とした点では帝政期と大きく異なっていたのだ
が，その一方で，国家全体の統一と安定のために，
個々の民族を政治的操作の対象とする点では，帝国
的な統治技術をロマノフ朝から引き継いだのであっ
た。これらの方針は，ウクライナにも大きな影響を
及ぼした。つぎはぎ状の国家がつくられることとな
ったのである。

3．ウクライナのかたち

（1）今日の東部ウクライナおよび中部ウクライナは，
長くロシア帝国の版図であった。帝政崩壊後はウク
ライナ人民共和国をへて，ウクライナ・ソヴィエト
社会主義共和国（ソヴィエト・ウクライナ）がつく
られた地域にあたる。ソ連政府は先述の通り，コレ
ニザーツィアによってウクライナ人の民族性の擁護
に配慮を示したが，ドンバスなど，帝政期以来の発
展戦略の中でロシア人労働者が大量に流入していた
工業拠点では，ウクライナ化は実りが少なかった。
1930 年代になると分離主義への警戒が強まってコ
レニザーツィアは著しくトーンダウンしたが，ウク
ライナ人の民族性自体が否定されたわけではない。
この点，農業集団化にともなう飢饉と大量餓死を，

ウクライナ民族に対するスターリンの攻撃とみなす
ネイマークのような議論はあまりに乱暴である 6）。

（2）今日の西部ウクライナは，ハプスブルク帝国の
版図であったガリツィアが中心になっている。同地
にできた西ウクライナ人民共和国は 1919 年にポー
ランドに倒され（ポーランド・ウクライナ戦争），
ガリツィアはポーランド領となった。ソヴィエト・
ウクライナにおける 1920 年代のコレニザーツィア
は，ポーランド領ガリツィアに対して，ソヴィエト
体制の方がウクライナ・ナショナリズムに配慮して
いると誇示することを重要な狙いとしていた。1939
年に第二次世界大戦が始まると，ガリツィアはソ連
に征服され，ソヴィエト・ウクライナに併合された。
この併合は，分断されていたウクライナ民族の「再
統合」（ヴァスサエディニェーニエ）として喧伝さ
れた 7）。ここではスターリンはナショナリズムの語
彙を最大限に活用したのである。その一方で，自立
的な知識人やナショナリストは徹底的に弾圧された。
　ガリツィアの南に位置するブコヴィナは，ハプス
ブルク帝国崩壊時に西ウクライナ人民共和国に参加
した。その後はルーマニア領となったが，1940 年
にソ連に併合され，北部がソヴィエト・ウクライナ
に編入された 8）。

（3）クリミア半島には 1921 年から 45 年まで，ソヴ
ィエト・ロシアの一部として，クリミア自治ソヴィ
エト社会主義共和国が存在した。ロシア語とクリミ
ア・タタール語が公用語であった。自治共和国とい
う疑似国家もまた，ウクライナやベラルーシといっ
た名目上の主権国家と並んで，共産党がその民族政
策において活用した装置であった。なお，タタール
スタンなどソヴィエト・ロシア領内の自治共和国は，
ソ連崩壊後のロシアでは「共和国」という疑似国家
に格上げされて今日にいたっている。
　第二次世界大戦中にクリミア半島はドイツに占領
された。ソ連軍による奪還後，スターリンはクリミ
ア・タタール人を対独協力の咎で中央アジアに追放
し，自治共和国も廃止した。空いた土地にはロシア
人やウクライナ人などの入植が進められた。ついで
スターリン没後の 1954 年，フルシチョフはロシア
からウクライナにクリミア半島を移管した。その動
機は不明だが，地元住民の意志ではなく（形式上は
両国の最高会議を通したが）モスクワの意志による
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帰属替えであったことは明らかである。その後，ペ
レストロイカ末期の 1991 年 2 月，ウクライナの自
立化を危惧するロシア系住民の主導でクリミア自治
共和国が復活した。これが 2014 年 3 月，住民投票
をへてロシア連邦に編入されたのである。この間，
ペレストロイカ末期からクリミア・タタール人の故
地への大量帰還が起こり，ロシア系住民との対立が
社会問題化している 9）（クリミア・タタール人は
2014 年の住民投票は組織的に棄権した）。

むすび

　共産党が民族の権利を擁護する基本方針をとった
ため，ソ連ではウクライナ人，ロシア人，クリミ
ア・タタール人といった民族・国民意識が広範な住
民の間に広まった。だが，その一方で共産党は，諸
民族の利害よりも国家全体，ないし中央の利害を優
先して，住民構成や領土を操作し，地域のかたちを
つくりかえていった。
　その結果として，つぎはぎ状のウクライナ，ある
いはまたいくつもの「共和国」を抱えるロシアに見
るように，ソ連の後継諸国はなおモザイク状の構造
を維持している。ただし，帝政期には民族という単
位は身分や信仰集団といった別の単位と重なり，そ
の背後に隠れていたが，ソ連は民族という単位の重
みをずっと引き上げたわけである。
　そして，国家全体，あるいは中央の利害を重視し
て，そうしたモザイクに対して介入するという帝政
期およびソ連期の為政者の統治技術は，今日のクレ
ムリンの主人たちにも引き継がれたように見える。
介入し得る空間の認識さえも，旧ソ連全土ではない
にしても，現在のロシアの国境の向こう側にまで広
がっているようである。他方，個々のモザイクを構
成する住民集団の側でも，たとえばウクライナとい
う枠組の維持を求め．新しい「国民国家」のまとま
りを支持しようとする動きがある一方で，旧ソ連と
部分的に重なるような広域圏の存在を前提とする動
きも一部には見られる。東部ウクライナの「人民共
和国」はその端的な例である。あるいは EU もまた，
ロシアに対抗してすがりつくべき広域圏なのかもし
れない。しかし，いずれの場合にせよ，個々のモザ
イク単位の利害は，広域圏全体，ないしその中央の
利害に従うべきものとして，中央の側からは見られ
ている。
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